
 

議案第７７号 小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

《改正の趣旨》 

 ひとり親家庭等の医療費助成事業について、従来は入院費に対する助成に限定していたが、ひとり親家庭の児童の通院費についても助成対象に拡大

するため、所要の改正を行うもの。 

 

小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年小松島市条例第9号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

(定義) (定義)  

第2条 この条例において「重度心身障害者等」とは，次の各号の

いずれかに該当する者をいう。ただし，生活保護法(昭和25年法

律第144号)による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援

給付を受けている者を除く。 

第2条 この条例において「重度心身障害者等」とは，次の各号の

いずれかに該当する者をいう。ただし，生活保護法(昭和25年法

律第144号)による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援

給付を受けている者を除く。 

 

(1) 別表第1に定める要件を具備する重度心身障害者(65歳以上

75歳未満の者であって，高齢者の医療の確保に関する法律(昭

和57年法律第80号)第50条第2号の政令で定める程度の障害の

状態にあるものにあっては，同号の認定を受けた者に限る。) 

(1) 別表第1に定める要件を具備する重度心身障害者(65歳以上

75歳未満の者であって，高齢者の医療の確保に関する法律(昭

和57年法律第80号)第50条第2号の政令で定める程度の障害の

状態にあるものにあっては，同号の認定を受けた者に限る。) 

 

(2) 別表第2に定める要件を具備する重度心身障害者(65歳以上

75歳未満の者であって，高齢者の医療の確保に関する法律第5

(2) 別表第2に定める要件を具備する重度心身障害者(65歳以上

75歳未満の者であって，高齢者の医療の確保に関する法律第5
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0条第2号の政令で定める程度の障害の状態にあるものにあっ

ては，同号の認定を受けた者に限る。) 

0条第2号の政令で定める程度の障害の状態にあるものにあっ

ては，同号の認定を受けた者に限る。) 

(3) 別表第3に定める要件を具備するひとり親家庭の父母等 (3) 別表第3に定める要件を具備するひとり親家庭の父母等  

(4) 別表第4に定める要件を具備するひとり親家庭の父母等  削除 

2 略 

 

2 略 

 

 

(医療費の助成) (医療費の助成)  

第3条 市は，市の区域内に居住地を有する重度心身障害者等の疾

病又は負傷について医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関

する法律の規定による医療に関する給付(前条第1項第3号又は第

4号に該当する者(以下「ひとり親家庭の父母等」という。)に係

るものにあっては，入院医療に限る。以下同じ。)が行われた場

合において，当該医療に関する給付に要する費用のうち，医療

保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により重

度心身障害者等が負担することとなる費用から各法の規定によ

る附加給付金等を控除した額を規則で定める手続に従い，その

者に対し，重度心身障害者等医療費(以下「医療費」という。)

として助成する。ただし，重度心身障害者等が当該疾病又は負

傷について，医療に関する給付のほかに，法令の規定により国

又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受け

たときは，その受けた限度において助成を行わない。 

第3条 市は，市の区域内に居住地を有する重度心身障害者等の疾

病又は負傷について医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関

する法律の規定による医療に関する給付(前条第1項第3号に該当

する者(以下「ひとり親家庭の父母等」という。)のうち母子家庭

の母又は父子家庭の父に係るものにあっては，入院医療に限る。

以下同じ。)が行われた場合において，当該医療に関する給付に

要する費用のうち，医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関

する法律の規定により重度心身障害者等が負担することとなる

費用から各法の規定による附加給付金等及び規則で定める額を

控除した額を規則で定める手続に従い，その者に対し，重度心

身障害者等医療費(以下「医療費」という。)として助成する。た

だし，重度心身障害者等が当該疾病又は負傷について，医療に

関する給付のほかに，法令の規定により国又は地方公共団体の

負担において療養又は療養費の支給を受けたときは，その受け

た限度において助成を行わない。 

 

 

改正 

 

 

 

 

 

追加 
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2 略  2 略   

3 医療費は，次の各号のいずれかに該当する場合は助成しない。 3 医療費は，次の各号のいずれかに該当する場合は助成しない。  

(1) 第1項に規定する者のうち，前条第1項第1号及び第2号に該

当する者(以下「重度心身障害者」という。)の前年の所得(1月

から7月までの間に受けた医療に係る医療費については，前々

年の所得とする。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法

律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養

親族等」という。)の有無及び数に応じて規則で定める額を超

えるとき。 

(1) 第1項に規定する者のうち，前条第1項第1号又は第2号に該

当する者(以下「重度心身障害者」という。)の前年の所得(1月

から7月までの間に受けた医療に係る医療費については，前々

年の所得とする。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法

律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養

親族等」という。)の有無及び数に応じて規則で定める額を超

えるとき。 

改正 

(2) 略  (2) 略   

(3) 第1項に規定する者のうち，ひとり親家庭の父母等が次に掲

げる者に該当するとき。ただし，児童扶養手当法(昭和36年法

律第238号)第13条の2第2項第1号の規定により児童扶養手当

が支給されない者のうち，その前年の所得が，父又は母につ

いては同法第9条及び第10条に規定する所得と，養育者(父及

び母を除き，児童と同居して，これを監護し，かつ，生計を

維持する者をいう。)については同法第9条の2及び第11条に規

定する所得とを比べて，児童扶養手当が支給される所得以下

であるものについては，この限りでない。 

(3) 第1項に規定する者のうち，ひとり親家庭の父母等が次に掲

げる者に該当するとき。ただし，児童扶養手当法(昭和36年法

律第238号)第13条の2第2項第1号の規定により児童扶養手当

が支給されない者のうち，その前年の所得が，父又は母につ

いては同法第9条又は第10条に規定する所得と，養育者(父及

び母を除き，児童と同居して，これを監護し，かつ，生計を

維持する者をいう。)については同法第9条の2又は第11条に規

定する所得とを比べて，児童扶養手当が支給される所得以下

であるものについては，この限りでない。 

 

 

 

 

改正 

 

改正 

ア 児童扶養手当法第9条により児童扶養手当が支給されな

い者又はその者に監護されている児童 

ア 児童扶養手当法第9条により児童扶養手当が支給されな

い者又はその者に監護されている児童 

 

イ 児童扶養手当法第9条の2により児童扶養手当が支給され イ 児童扶養手当法第9条の2により児童扶養手当が支給され  
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ない者に養育(児童と同居して，これを監護し，かつ，生計

を維持することをいう。以下同じ。)されている児童 

ない者に養育(児童と同居して，これを監護し，かつ，生計

を維持することをいう。以下同じ。)されている児童 

ウ 児童扶養手当法第10条により児童扶養手当が支給されな

い者又はその者に監護されている児童 

ウ 児童扶養手当法第10条により児童扶養手当が支給されな

い者又はその者に監護されている児童 

 

エ 児童扶養手当法第11条により児童扶養手当が支給されな

い者に養育されている児童 

エ 児童扶養手当法第11条により児童扶養手当が支給されな

い者に養育されている児童 

 

4 第1項に規定する者のうち，前条第1項第1号，第2号(高齢者の

医療の確保に関する法律第50条各号のいずれかに該当する者に

限る。)及び第3号に該当する者が，規則で定める手続に従い健康

保険法第63条第3項第1号の保険医療機関，保険薬局その他の規

則で定める病院，診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」とい

う。)で医療を受けた場合には，市は医療費として当該医療を受

けた者に助成すべき額の限度において，その者が当該医療に関

し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該

保険医療機関等に支払うことができる。 

4 第1項に規定する者のうち，前条第1項第1号，第2号（高齢者の

医療の確保に関する法律第50条各号のいずれかに該当する者に

限る。）又は第3号に該当する者が，規則で定める手続に従い健

康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関，保険薬局その他の

規則で定める病院，診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と

いう。)で医療を受けた場合には，市は医療費として当該医療を

受けた者に助成すべき額の限度において，その者が当該医療に

関し当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当

該保険医療機関等に支払うことができる。 

 

 

改正 

 

以下略  以下略  

別表第3(第2条関係) 別表第3(第2条関係) 
 

対象

者 

区分 要件 

ひと

り親

家庭

1 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年

法律第129号。以下「法」という。)第6条第1

項に規定する配偶者のない女子(この表及び

対象

者 

区分 要件 

ひと

り親

家庭

1 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年

法律第129号。以下「法」という。)第6条第1

項に規定する配偶者のない女子(この表にお

 

 

 

 

改正 
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の父

母等 

次表において「配偶者のない女子」という。)

で現に義務教育終了前の児童を扶養してい

るもの 

2 母子家庭の児

童 

配偶者のない女子に扶養されている義務

教育終了前の者 

 

3 父子家庭の父 法第6条第2項に規定する配偶者のいない

男子(この表及び次表において「配偶者のな

い男子」という。)で現に義務教育終了前の

児童を扶養しているもの 

 

4 父子家庭の児

童 

配偶者のない男子に扶養されている義務

教育終了前の児童 

5 父母のない児

童 

法附則第3条第1項に規定する父母のない

児童(次表において「父母のない児童」とい

う。)のうち義務教育終了前の者 

 
 

の父

母等 

いて「配偶者のない女子」という。)で現に1

8歳に達する日以後の最初の3月31日までの

児童を扶養している者 

2 母子家庭の児

童 

配偶者のない女子に扶養されている18歳

に達する日以後の最初の3月31日までの間に

ある児童 

3 父子家庭の父 法第6条第2項に規定する配偶者のない男

子(この表において「配偶者のない男子」と

いう。)で現に18歳に達する日以後の最初の3

月31日までの間にある児童を扶養している

者 

4 父子家庭の児

童 

配偶者のない男子に扶養されている18歳

に達する日以後の最初の3月31日までの間に

ある児童 

5 父母のない児

童 

法附則第3条第1項に規定する父母のない

児童のうち18歳に達する日以後の最初の3月

31日までの間にある児童 
 

 

 

 

改正 

 

 

 

改正 

 

 

 

 

改正 

別表第4(第2条関係)   

対象

者 

区分 要件 

ひと

り親

1 母子家庭の母 配偶者のない女子で，現に義務教育終了後

満18歳に達する日以後の最初の3月31日ま

 削除 
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家庭

の父

母等 

での間にある児童を扶養しているもの 

2 母子家庭の児

童 

配偶者のない女子に扶養されている児童

のうち義務教育終了後満18歳に達する日以

後の最初の3月31日までの間にある者 

3 父子家庭の父 配偶者のない男子で，現に義務教育終了後

満18歳に達する日以後の最初の3月31日ま

での間にある児童を扶養しているもの 

4 父子家庭の児

童 

配偶者のない男子に扶養されている児童

のうち義務教育終了後満18歳に達する日以

後の最初の3月31日までの間にある者 

5 父母のない児

童 

父母のない児童のうち義務教育終了後満1

8歳に達する日以後の最初の3月31日までの

間にある者 
 

 

 

 

 

 

 

削除 
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